
令 和 元 年 6月 18日

審査請求人

有 限会社 ムラキ

代表者  取締役  村木 智義 様

上記代理人    熊本 一規 様

総括審理員 原   弘樹

審理員 長谷川 知子

再 弁 明 書 の 送 付 に つ い て

審査請求人が提起 した改善措置命令 の取消 しを求 める審査請求 (30
総総法査第 1048号 )に 対 し、処分庁 である東京都知事 か ら再弁 明書

が提 出 され たので、その副本 を送付 します。

この再弁 明書 に対 しては、再反論書 を提 出す るこ とがで きます。再反

論書 は、下記提 出先 に、令 和 元 年 7月 23日 までに、 2通 提 出 して く

だ さい。

(提 出先 )

〒 163-8001

新 宿 区西 新 宿 二 丁 目 8番 1号

東京都総務局総務部法務課



副 本

総総法益第ID48

総務局総務部

弁再 童
日

明

31中洲水農第 195号
令 和 元 年 6月 7日

統括審理員 原   弘樹 殿

審理員 長谷川 知子 殿

処 分 庁

東京都知事 小池 百合

審査請求人有限会社ムラキ (以下 「請求人」という。)の平成 31年 4月 24日 付の反論

書 (以下 「反論書」とい う。)に対 し、必要な範囲で、以下の通 り反論する。略語等は、処

分庁弁明書における従前の例による。

第 1 「買い物ツアーの経緯」との主張について

請求人は、買い物ツアーについて独 自の分類をし、その呼称について都も承知 している

などと主張するもののようであるが (反論書 1～ 2頁 )、 分類については請求人独 自のも

のに過ぎず、都 として関知するものでもないし、その呼称について都が承知 しているなど

とい う事実もない。

第 2 「築地市場が適正な手続きを経て閉場 したとは到底考え難い」との主張について

請求人は、築地市場が適正な手続きを経て閉場 したとは到底考え難いなどと述べている

が、そもそも市場条例に基づく使用権が消失したことは請求人も認めているほか (市場条

例に基づく使用権の消失は、築地市場が適正に閉場 したことが前提 となる)、 その根拠 と

して挙げる理由も、下記に述べるとお り、いずれも請求人の独自の見解に基づくものであ

り、失当である。

1 中央卸売市場の開設及び廃止について農林水産大臣の認可が必要なはずとの主張に

ついて

ア 請求人は、卸売市場法では中央卸売市場を開設するとき及び廃止するときには、開

設者は同法第 8条及び第 14条に基づく農林水産大臣の認可が必要なはずであると

述べ、本件では当該認可がなされていないため、適正な手続きを経ていない旨を主張

するようである (反論書 3頁～ 4頁 )。

イ 既に平成 31年 3月 5日 付弁明書 (以下「弁明書」とい う。)2頁で述べたとお り、

都は、平成 28年 3月 31日 、都が開設 している東京都中央卸売市場から、築地市場

を廃止し、豊洲市場を新設する旨の市場条例の改正を行い、平成 30年 8月 1日 には、

卸売市場法第 11条第 1項の規定に基づき、農林水産大臣に対し、東京都中央卸売市



場の業務規程の変更等について認可を申請 し、同年 9月 10日 に農林水産大臣の認可

を受けている。

市場条例の改正は、東京都規則で定める日から施行されることとされてお り、都は、

この認可を受け、同月 11日 、上記市場条例の改正の施行 日を同年 10月 11日 と定

める規則を公布 した。

ウ 中央卸売市場の位置については、卸売市場法第 9条第 2項の規定により、業務規程

である条例において定めることとされているところ、築地市場の豊洲市場への移転は、

卸売市場法上は、開設者である都が中央卸売市場の位置を変更するものであることか

ら、卸売市場法第 11条第 1項の規定に基づき、都の業務規程である市場条例の変更

について、農林水産大臣の認可が必要となる。            ‐

しかしながら、中央卸売市場そのものを廃止する (都が開設者でなくなる)も ので

はなく、新たに中央卸売市場を開設する (地方公共団体が、開設区域に (位置の変更

ではなく)、 新たな中央卸売市場を開設する)も のでもないため、卸売市場法第 8条

及び第 14条に基づく認可は必要とされない。  ,

2 地方卸売市場の場合その開設及び廃止について知事の許可が必要との主張について

ア 請求人は、地方卸売市場の場合、その開設及び廃止について知事の許可が必要であ

るが、その知事の許可は「市場ごとに」行われることになっていることから、中央卸

売市場についても、その開設及び廃止は「市場ごとに」農林水産大臣の認可を得て行

われるのが当然であると主張する (反論書 3頁～ 4頁 )。

イ しかしながら、旧築地市場も豊洲市場も、地方卸売市場ではなく、中央卸売市場で

あり、その移転 (卸売市場法上は「位置の変更」)に関する本件 とは、事案が全く異

なることは明らかである。

また、地方卸売市場法の開設の許可に関する卸売市場法第 55条の規定は、明文で

「市場ごとに」許可を受けなければならないことを規定する一方、中央卸売市場の開

設及び廃止を規定する同法第 8条及び 14条には「市場ごとに」といつた規定はない。

このことからも、築地市場の豊洲市場への移転については、卸売市場法上は、開設者

である都が、中央卸売市場の位置を変更するものであることは明白である。

第 3 請求人の仲卸業務との主張について

1 請求人は、仲卸業者 として市場条例に反する行為を一切行つていないと主張し、その

理由として、請求人は買い物ツアーの主体である営業権組合に対する物品の販売や同組

合からの入金を一切行つていない旨を述べるようである (反論書 4頁～ 5頁 )。

2 しかしながら、本件処分は、豊洲市場で仲卸業務の許可を受けている請求人が、仲卸

業務 としての販売行為に見える請求人代表者である村木氏の旧築地市場での行為を中

止させないことは不適切であるとして、速やかに当該行為 (請求人代表者の買い物ツア

ーヘの参画)を 中止させるよう、請求人に対し改善措置命令を行つたものであつて、買

い物ツアーの販売主体や、請求人から営業権組合に販売行為があつた否かは、本件処分

と何 ら関係がなく、請求人の主張は前提を欠くものと言わざるを得ない。
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第 4 「見える」ことが行政処分の根拠になるはずはないとの主張について

1 請求人は、都が行つた本件処分において、請求人代表者である村木氏が、買い物ツ

アーヘ参画することは、あたかも請求人が仲卸業務 として販売 しているように見える、

あるいはそのように見える紛 らわしい行為であるとしていることについて、「見える

ことが根拠になるはずはない」などとして、以下の理由を挙げるようである (反論書

5頁～ 6頁 )。

① 不利益処分を課すには客観的な証拠が必要

② 買い物ツアーが営業権組合を販売主体として行われたことは平成 30年 12月

12日 付報告書にも明示されていた

③ 営業権組合が築地市場の廃止に反対して営業活動を行つていると判断するだけ

で、請求人が仲卸業務を行つたと判断しない 、

2 しかしながら、既に弁明書 3頁～ 4頁で述べたとお り、請求人代表者である村木氏

は、築地市場は存続 しており、営業可能であるとの認識の下、平成 30年 10月 18
日以降、本件処分が行われる前までの同年 12月 15日 に至るまで、継続的に買い物

ツアーに参画 していた。そしてt買い物ツアーでは、都が旧築地市場敷地外周に設置

した工事用仮囲いに「築地市場営業中」等の看板を無断で掲示し、「築地市場は存続

している」「現にこうして営業 している」などの言動を繰 り返 しながら、水産物等を

路上等に陳列 して販売してお り、請求人代表者は、主にそ うした言動を繰 り返す客引

き役 として、また、自家用車で商品の運搬も担 うなど、その中心的な役割を果たして

いた。

3 請求人は豊洲市場水産物部における仲卸業者 として都の業務許可を受けている者

であるため、市場条例第 74条の規定により、許可を受けた市場 (豊洲市場)以外の

開設区域内の他の場所において、知事の承認を受けずに、その許可に係る取扱品目の

部類に属する物品の販売を行 うことはできないこととなっている。

4 請求人は、平成 30年 12月 12日 に、旧築地市場での当該行為は個人及びその他

としての活動であり、豊洲市場で購入 した商品を営業権組合に売却 し、営業権組合及

び組合員が販売しているものであるとの旨の報告書を提出した。しかし、旧築地市場

正門前での販売行為が、仮に仲卸業務でなかつたとしても、仲卸業者である請求人代

表者が、閉場 した築地市場正門前等で「築地市場は存続 している」「現にこうして営

業 している」といつた事実に反する主張をしながら水産物等の販売を行つている買い

物ツアーに参画することは、あたかも請求人が仲卸業務 として販売 しているように見

える紛らわしい行為である。

5 本件処分は、こうした事実関係を基に、豊洲市場で仲卸業務の許可を受けている請

求人が、仲卸業務 としての販売行為に見える請求人代表者である村木氏の旧築地市場

での行為を中止させないことは不適切であるとして、請求人の責任において、速やか

に当該行為 (請求人代表者の買い物ツアーヘの参画)を 中止させる旨の処分を行つた

ものであり、請求人の主張には理由がない。

‐
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第 5 営業権 (のれん)に関する主張について

1 のれんに基づく使用権は消失していないとの主張について

ア 請求人の主張は必ず しも判然としないが、卸売市場には仲卸業者等の営業権 (のれ

ん)があり、請求人はその「のれん」を有しているので、旧築地市場における請求人

の使用権は消失していないと主張するもののようである (反論書 2頁、 6頁 )。

イ しかしながら、営業権 (のれん)と は、「当該企業の長年にわたる伝統と社会的信

用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取引関係の存在並びにそれ らの独占性等を

総合 した、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有

する事実関係」であり (最高裁判所 昭和 51年 7月 31日 )、
「法的権利としては認

められていないが経済的価値のある事実関係」を指すものであるところ (江頭憲治郎

「株式会社法 (第 6版)有斐閣」644頁 )、 請求人が、そのような「のれん」 (超過

収益力)を有しているという具体的な根拠は何ら示されていない。

ウ また、仮に請求人が旧築地市場の仲卸業務について、上記のような事実関係を有 し

ていたことがあったとしても、旧築地市場は、適正な手続きを経て既に閉場 し、請求

人の使用指定も失効 しているのであって、当該事実関係の存在のみをもつて旧築地市

場における請求人の使用権が基礎づけられるなどあり得ないことである。

2

(1

ア

築地署や都がのれんに基づく営業を認めているとの主張について

)築地署に関する主張について

請求人は、被害届に関する築地署からの電話やパ トカーが来なかったことを根拠に、

築地署も買い物ツアーが「のれん」とい う法的根拠を持つ営業であることを認めてい

る、などと主張している (反論書 6頁 )。

築地署の対応について、処分庁は知 り得る立場にないが、そのような事実が仮にあ

つたとしても、当該事実をもつて、なぜ買い物ツアーが「のれん」とい う法的根拠を

持つ営業であると築地署が認めているなどと結論づけることができるのか全 く不明

であると言わざるを得ない。

(2)都がのれんに基づく営業を認めているとの主張について

ア 請求人は、平成 30年 10月 11日 、12日 、15日 、16日 に、都が旧築地市場

への入場を拒まなかったことや、「買い物ツアーVen2」 (請求人によると本年 2月 5

日以降を指すもの)において、都の了解の下に買い物ツアーを実施 しているなどとし、

都が買い物ツアーが 「のれん」という法的根拠を持つ営業であることを認めている、

などと主張している (反論書 6頁 )。

イ しかしながら、平成 30年 10月 11日 から同月 17日 までは、旧築地市場におい

て事業者が後片付け等残務処理を行 う引越調整期間が設定されていたため、事業者等

の入場が認められていたに過ぎず、また、都の了解の下に買い物ツアーが実施 されて

いるなどとい う事実もない。

ウ したがつて、請求人の主張には理由がない。

‐
4‐



第 6 買い物ツアーに条例第 102条第 4項を適用することは失当であるとの主張について

1 請求人は、買い物ツアーの仕組みなどについて綾々説明した うえで、①買い物ツアー

の販売主体は営業権組合である、②買い物ツアーが「仲卸しの業務の適正かつ健全な運

営を阻害する恐れ」は皆無である、③買い物ツアーの販売量はきわめてわずかである、

などを理由に買い物ツアーに条例第 102条第 4項を適用することは失当であるなどと

主張する (反論書 6頁～ 8頁 )。

2 しかしながら、既に弁明書でも述べたとおり、本件処分は、豊洲市場で仲卸業務の許

可を受けている請求人が、仲卸業務 としての販売行為に見える請求人代表者である村木

氏の旧築地市場での行為を中止させないことは不適切であるとして、速やかに当該行為

(請求人代表者の買い物ツアーヘの参画)を 中止させるよう、請求人に対し本件処分を

行つたものであつて、請求人の主張はいずれも理由がない。

3 なお、請求人の主張によれば、卸売市場には、卸売業者、仲卸業者、関連事業者 (以

下「仲卸業者等」とい う)の営業権が存在 し、買い物ツアーの法的根拠は、この仲卸業

者等が有する営業権のうちの 「のれん」である、とのことである (反論書 6頁 )。

この請求人の主張によれば、買い物ツアーの前提として、仲卸業者等としての活動実

績が存在 しているはずであり、旧築地市場正門前等において、「築地市場営業中」等の

看板を無断で掲示 し、「築地市場は存続 している」「現にこうして営業 している」などの

言動を繰 り返しながら、水産物等を路上等に陳列 して販売する買い物ツアーに、仲卸業

者である請求人代表者が参画することは、あたかも請求人が仲卸業務 として販売 してい

るように見える紛 らわしい行為であることを裏付けるものである。

第 7 手続き上の重大な瑕疵との主張について

1 公開質問状などに回答がないとの主張について

ア 請求人は、平成 30年 6月 21日 に営業権組合が提出した公開質問状や、同年 11

月 5日 に東京地方裁判所において提出した公開質問状や意見書 (土地の明渡 しを求め

る仮処分の申立てに係る審尋で提出されたもの)に対する回答が一切なく、東京都代

理人も不誠実な対応をするのみであつた旨を主張する。

イ しかしながら、平成 30年 6月 21日 の公開質問状に対しては、同年 9月 21日 、

都の見解を目頭で営業権組合に直接説明しているほか、仮処分申立事件の審尋では、

東京都の代理人は、仮処分の審理に関係のない事柄について回答する必要がない旨述

べたものである。

ウ そもそも、本件処分は、平成 30年 10月 から開始された買い物ツアーに関し、豊

洲市場で仲卸業務の許可を受けている請求人が、仲卸業務としての販売行為に見える

請求人代表者である村木氏の旧築地市場での行為を中止させな
°
いことは不適切であ

るとして、速やかに当該行為を中止させるよう求めたものである。買い物ツアーが始

まる4か月も前の公開質問状に対する回答や、都が、請求人が不法に占有 していた土

地に対する明渡しを求めた仮処分の審尋手続きのや り取 りは、本件処分 とは全く別の

事項であり、そのことが本件処分の手続の瑕疵にならないことは明らかである。

‐
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,物々交換 した後に販売している、報告書を無視 したとの主張について

ア 請求人は、①都が平成 30年 10月 25日 に手交した「無承認の場外における販売

行為の禁止について」について、代理人が当時の築地市場場長 (既に閉場しているた

め正 しくは「豊洲市場場長」)電話 して、「仲卸業者の間で物々交換 したのちに販売し

ている」と述べたが、反論はなく、処分庁から同趣旨の主張が繰 り返されることはな

くなったとか、②請求人が提出した平成 30年 12月 12日 付報告書を一顧だにせず、

都が本件処分を行つたなどと主張する (反論書 9頁 )。

イ しかしながら、請求人の「物々交換」の主張が判然としないのは措いておくとして

も、弁明書 4～ 5頁で述べたとおり、請求人代表者が買い物ツアーヘの参画を継続 し

たため、都は、平成 30年 12月 7日 、当該行為が仲卸業務としての販売行為か否か

を確認するため、文書 (「 旧築地市場における販売行為にかかる資料の提出について」)

を手交し、仲卸業務としての取引状況を示す資料の提出を求めてお り、これに対 し、

請求人が、旧築地市場での当該行為は個人及びその他としての活動であり、豊洲市場

で購入 した商品を営業権組合に売却 し、営業権組合及び組合員が販売 しているもので

あるとの旨の報告書を提出したものである。

ウ 本件処分は、こうした請求人の報告書の内容等も踏まえ、豊洲市場で仲卸業務の許

可を受けている請求人が、仲卸業務 としての販売行為に見える請求人代表者である村

木氏の旧築地市場での行為を中止させないことは不適切であるとして、速やかに当該

行為 (請求人代表者の買い物ツアーヘの参画)を中止させるよう、請求人に対 し、本

件処分を行つたものであって、請求人の主張に理由がないことは明らかである。

弁明の機会がなかったとの主張について

ア 請求人は、本件改善措置命令に関し、処分庁が弁明の機会を与えておらず、手続き

上の重大な瑕疵があると主張している (反論書 9頁 )。

イ しかしながら、行政手続法 (及び東京都行政手続条例)に定める弁明の機会の付与

とは、行政庁が、不利益処分をしようとする場合であつて、当該処分が許認可等を取

り消すなどの所定の要件に該当しないときに、当該不利益処分の名あて人となるべき

者について、執らなければならない意見陳述のための手続であるところ (行政手続法

第 13条第 1項、東京都行政手続条例第 13条第 1項 )、
「不利益処分」とは、行政庁

が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課 し、又はそ

の権利を制限する処分をいうとされている (行政手続法第 2条第 4号、東京都行政手

続条例第 2条第 4号 )。

ウ 本件は、豊洲市場で仲卸業務の許可を受けている請求人が、仲卸業務 としての販売

行為に見える請求人代表者である村木氏の旧築地市場での行為を中止 させないこと

は不適切であるとして、速やかに当該行為 (請求人代表者の買い物ツアーヘの参画)

を中止させるよう、市場における仲卸業務の適正かつ健全な運営を確保することを目

的とした是正命令であり、請求人に対する「不利益処分」ではないため、弁明の機会

の付与は不要である。

Ⅲ
6‐



「

証拠書類の表示 (30総総法査第 1048号 )

1.平成 30年 (ヨ )第 3177号 不動産仮処分申立事件「主張書面」(平成 30年 11月

1日 付 )

2.証拠説明書(3)(平成 30年 11月 1日 付 )

3。  「東京都中央卸売市場条例等の変更認可について (申 請 )」 と題する書面 (抜粋)(平

成 30年 8月 1日 付)(疎甲 35号証)

4.平成 19年 11月 27日 受領答弁第 240号 (衆議院での政府答弁書)(疎甲第 36‐ 1号証)

5。 平成 19年 11月 19日 提出質問第 240号 (抜粋)(疎甲第 36‐2号証)

‐
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総総法盗第 ~了
総務ノ11総務部

平成 30年 (ヨ )第 3177号

債権者  東  京
‐
`都

債務者  有限会社ムラキ

不動産仮処分申

平成 30年 11月 1日

東京地方裁判所民事第 9部 御中

下  博

本  洋

澤  泰

太一郎

田  修

債権者は、本主張書面において、債務者の平成30年 10月 30日付け「営業権

組合の見解」と題する書面 (以下「債務者主張書面」という。)及び平成30年 10

月30日 の審尋期日における主張に対し、反論する。

略語等は債権者の従前の例による。

第 1 営業権の主張について

1 債務者は、「築地市場営業権組合の組合員は、すべて「築地」という「のれん」

に基づく営業権を持つ。」などとして、本件仮処分の申立ては認められない旨

主張する (債務者主張書面第 1項 )。

面書張主

債権者指定代理人

同

同

同

同

松

榎

石

岡

黒

-1-
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しかしながら、のれん (会計学上の営業権)と は、「得意先関係、営業上の

秘訣 (ノ ウ・ハ.ウ 等)など、法的権利としては認められていないが経済的価値

のある事実関係Jを指すものであるところ (江頭憲治郎「株式会社法 (第 6版〉

有斐閣J644頁 )、 仮に債務者の築地市場における仲卸業務について上記の

ような事実関係 (他の同種企業に比べて超過収益力のある場合のその原因とな

る事実関係)が存在していたとの主張を前提としても、そのことが使用指定失

効後の本件土地の占有権原を法的に基礎づけるなど本件被保全権利 (土地明渡

請求権)に関する抗弁事実となり得ないことは明らかである。

2 ,また、債務者は、「築地市場の閉場・解体事業により、損失補償を全く支払

わないまま、営業権を侵害しようとしており、これは明らかに憲法29条違反

である。」などと主張した上で、その根拠として裁判例 (東京地裁平成 3年 7

月30日 (乙 2))を挙げている (債務者主張書面第2項 )。

しかし、上記裁判例は、市中央卸売市場の移転に伴い新設の市場に移転する

こととなった卸売業者に対する入場交付金及び補償金名日での支出の適法性

が争点となつた住民訴訟の事案であり、旧市場の市場施設の明渡義務について

判断したものではない (む しろ旧市場の明渡しは当然の前提とされている。)

から、本件仮処分における被保全権利の存否とは何ら関係がなく、債務者の主

張は失当である。    (

第2 「築地市場は開場していない」との主張について

1 債務者は、「築地市場は閉場していない」と主張し、その根拠として以下の

事由を挙げるようである (乙 107～ 8頁参照)。

①築地市場の廃止には、卸売市場法14条に基づき農林水産大臣の「廃止め認

可Jが必要であるところ、本件では「廃上の認可Jがなされていない。

②市場条例の改正 (疎甲5。 以下「改正条例Jと いう。)は、卸売市場法 14

条に基づく「廃上の認可」を経ていないものであつて、改正条例は無効である。
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③したがつて、築地市場は廃止されていない。

しかしながら、債務者の上記主張は、市場条例が卸売市場法 (昭和46年法

律第35号。以下「市場法」という。)9条 1項、同2項の業務規程と,しての

性格と (市場条例 (疎甲3)・ 1条 )、 地方自治法 (昭和22年法律第67号。

以下「地自法」という。)上の公の施設に係る公物管理条例 (地 自法244条

の2第 1項。講学上の意味での公物管理法 (広義)。 塩野宏「行政法Ⅲ [第 4

版]」 由52頁参照)と しての性格を併せ有することを看過したものであつて

理由がない。以下詳述する。

2 築地市場の開場の経緯 (申立書・第 2。 3(2)ア )

(1)債権者は、平成 28年 3月 3・ 1日 、債権者が開設する東京都中央卸売市場

(市場法2条 3項)から、築地市場を廃止し (改正条例 (疎甲5)における

「第4条の表東京都中央卸売市場築地市場の項を削り」の文言が該当する。)、

豊洲市場を新設する (改正条例における「次のように加える。『東京都中央卸

売市場豊洲市場』『東京都江東区豊洲6丁目6番 1号』Jの文言が該当する。)

旨の市場条例の改正を行つた。市場条例の改正は、東京都規則で定める日か

ら施行されることとされていた .(疎甲5 附則)。          メ

(2)債権者は、平成30年 8月 1日 、市場法11条 1項に基づき、農林水産大

,臣に対し、東京都中央卸売市場の業務規程 (市場条例)の変更等について認

可を申請し (疎甲35)、 同年9月 10日 に農林水産大臣の認可を受けた (疎

甲 6)。                   ,

(3)債権者は、同月 11日 、市場条例の改正の施行 日を同年 10月 11日 と定

める規則を公布 した (疎甲 7)。

3 市場移転の市場法上の位置付け

中央卸売市場の位置については、市場法 9条 2項により業務規程である条例

において定めることとされているところ、築地市場の豊洲市場への移転は、市

'場法上は、開設者である債権者が中央卸売市場の位置を変更するものであるこ

-3-



とから、市場法11条 1項の規定に基づき、債権者の業務規程である市場条例

の変更について農林水産大臣の認可が必要となるが、中央卸売市場そのものを
'

廃止する (債権者が開設者でなくなる)ものではないため、市場法14条 1項

の規定に基づく廃上の認可は必要とされない (疎甲36-1,衆議院での政府

答弁書)。                         `

4 市場移転の地自法上の位置付け

築地市場の豊洲市場への移転は、公の施設の管理条例としての市場条例上、

築地市場の廃止及び豊洲市場の新設として規定される (上記 2(1))。

したがって、上記2の経緯により、公の施設としての築地市場は平成30年

10月 10日 をもつて廃止された (講学上の .「公用廃止」。原龍之助「公物営造

物法 (新版)J(有斐閣法律学全集)80頁以下参照)。

5 なお、地方公共団体の公の施設の設置・管理が主務大臣の許可、認可等に係

らしめられ、その管理条例が国法上、業務規程・共用規程等と位置付けられる

例としては、他に、空港法 (昭和31年法律第80号)における地方管理空港

(同法5条、12条。なお航空法38条、43条、44条参照)等がある。

6 以上のとおり、築地市場の豊洲市場への移転は、公の施設の管理条例として

の市場条例で築地市場の廃止、豊洲市場の新設として規定されるものの、市場

法上は債権者が開設する中央卸売市場の位置を変更するものに過ぎず、中央卸

売市場そのものを廃止するものではないか
゛
ら、市場法11条 1項に基づく認可

によつて改正条例は効力を有するものである。

よつて、債務者の主張は理由がない。

以 上
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債 権 者 東 京 都

債 務 者  有限会社ムラキ

東京地方裁判所民事第 9部 御中

証 拠 説 明・書 ′
8)

平成 30年 11月 1日

債権者指定代理人   松 下  博 牟

榎 本  洋 一
①

石澤 泰理轟彩
岡田 太一自嵯

・
,

黒 田  修
13

同

同

同

同

号 証 標   目 原本。写 作成年月日 作成者 立 証 趣 旨

疎甲 35 「東京都申央卸売

市場条例等の変更

認可について (申

請)」 と題する書面

(抜粋)

写 し 平成 30年

8月 1日

債権者 ・卸売市場法 11条 1項

に基づき、東京都中央卸

売市場の業務規程 (市場

条例及び条例施行規則)

の変更等について、債権

者が農林水産大臣の認

可 (疎甲7)を受けたこ
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とに係 る申請書及び添

付書類 (一部)

・なお、中央卸売市場の

位置は市場条例、面積は

市場条例施行規則で定

めている。

疎甲

36--1

平成 19年 11月

27日 受領答弁第

240号 (衆議院

での政府答弁書)

写 し 平成。19年

11月 27日

内閣総理大

臣 福田康

夫

旧築地市場の豊洲市場

への移転のために、市場

法 14条 1項の規定に

基づく廃止認可が必要

とされていないこと '

疎甲

36-2

平成 19年 11月

19日 提出質問第

240号 (抜榊

写 し 平成 19年

11月 19日

笠井亮 上記答弁に係る質問内
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Ψ ヤ疎甲第 35号証

30中管市第 199号 .

平成 30年 8月 1日

農林水産大臣
齋 藤 健 段

東京都知事
小 池 百

東京都中央働売市場条例等の変更認可について,(申請) `

東京都中央卸宛市場条例等についで変更するため、卸売市場法第11条第1項の規定に基
づき、これに必要な関係書類を添付して認可申請いたしま九

1 申請理由

東京都中央卸売市場豊洲市場を開場するに当たり、業務規程 (東京都中央卸売市場条

例及び同施行規則)及び事業計画の変更を行うことから、卸売市場法第11条第 1項の

規定に基づき、申請するもの。です。       `

添付書類              ・

(1)東京都中央卸売市場条例の一部改正に係る議決証明書

(2)東京都中央卸売市場条例施行規則の一部改正に係る決裁の写し

(4)東京都中央卸売市場条例 (施行規則を含む)の全文   .
(5)。 東京都中央卸売市場条例 (施行規則を含む)の公布文

(6)東京都中央卸売市場豊洲市場事業計画書        ,
(7)卸売市場法第 11条第 2項に規定する意見聴取に関する書類

(8)土壊汚染に係る事案等の安全性の判断をするための資料



計
次
　

舞^
行
の
と
お
り
）

第

一
条

　
（現
行
の
と
お
り
）

（定
機
）
・

第
二
条
　
（現
行
の
と
お
↓

２
か
ら
１０
ま
で
　

（現
行
の
と
お
↓

ｎ
　
ｔ
の
条
例
に
お
い
て

「卸
売
価
格
」
と
咲

＝
劇
剰
醐
で
個
測
額
を
加
え
た
価
格
を
い

，
．

第
二
条

　
（■
行
の
と
お
り
）

〈
市
場
の
名
称
及
び
位
じ

第
四
条

　
（現
行
の
と
お
り
）

十
四
号
）
新

駆

編

骨

に
翻

ヨ

国

副

目
次
　
（略
）

第

一
条
　
（也
）　

　

　

　

　

　

　

′

（こ
第
二
条
　
（略
）

２
か
ら
‐０
ま
で
　
（略
）

Ｈ
　
こ
の
条
例
に
お
い
て

「卸
売
価
格
」
と
は
、

日
相
馴
引
劉
額
を
加
え
た
価
格
を
い
う
。

磐

君̈

　

（じ

（市
場
の
各
称
及
び
位
置
）
　
　
　
　
　
。

第
口
条
　
（略
）

販
震

＝

に
召
ｇ
測
繊
川

（取
響

冒

０

第
五
条

　

（現
行
の
と
お
２

２
　

（現
行
の
と
お
り
）

爾

　
除
）

（取
扱
品
目
）

第
五
条

　

（略
）

２

　

（略
ψ

東
京
都
中
央
卸
売
市
編
鏑
地
市
場

（以
下

「策
地
市
場
」
と
い
う
。
）

０

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
大
田
市
■
，

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
淀
構
市

，

か
ら
■
蓋
爺
軍
ム
８
■
″市
構
口
冒
市

着
ま
で

。

秦

　
　
　
　
　

…

名

称

〈現
行
の
ど
お
り
）

（■
行
の
と
お
り
）

（舅
行
の
と
お
り
）

位

置

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
大
田
市
場

東
京
都
中
央
飾
売
市
場
濾
横
市
場

か
ら
東
京
都
中
央
卸
売
市
●
口
雷
市

●
ま
で

嘉
京
都
中
央
卸
売
市
曇
豊
島
市
場

名

称

（じ 3.
（““円）
。　・

| ・
　

位
　
　
　
　
置
　

　

‐



東
京
都
申
央
卸
売
市
場
彙
島
市
場

（以
下

青

果

部

・

東
京
都
中
央
椰
売
市
場
淀
橘
市
場

（以
下

東
京
都
中
央
卸
売
市
構
口
百
市
場

（以
下

（現
行
の
と
お
り
）

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
大
田
市
場

〈以
下

水

産

枷

部

。

．

「豊
島
市
碁
」
と
い
う
。
）

「掟
橋
市
場
」
と
い
う
。
）
か
ら

「口
百
市
揚
」
と
い
・１

）
ま
で

「大
田
市
場
」
と
い
ｏ■

）

コ

鋼

副

翻

型

倒

副

調

「

到

「

ｄ

型

淵

「

耐

刊

呵
・

　

・

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
環
に
東
京
都
中
央
卸
売
市
湯
業
務
規
程

（昭
和

二
十
二
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
七
号
。
以
下

「旧
条
例
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
定
め
ら
れ
た
前
二
項
に
掲
げ
る
取
撮
品
目
の
部
鑽
ど
員
な
る
取
颯
品
目

の
部
類
に
よ
り
、
卸
売
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
卸
売
業
者
に
係
る
取
扱
品
目
　
ｏ

の
部
類
は
、
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
な
お
・、
旧
条
例
に
お
い
て
定
め
ら
れ

て
い
る
次
に
撮
げ
る
取
扱
品
目
の
部
菫
と
し
、
そ
の
取
槻
品
日
は
、
そ
れ
ぞ

。れ
の
部
猿
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
物
品
と
す
る
。

爾

８

　

ｏ

大
田
市
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

つ
け
物
部

　

つ
け
物

１

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

ヨ

　

　

　

　

　

　

．

　

　

　

・

４
　

（現
行
の
と
お
り
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

第
六
条
か
ら
第
本
彙
ま
で
　

（現
行
の
と
お
り
）
　

　

　

。

６
貫
棄
著
の
歌
）
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

第
九
条
　
卸ヽ。
売
業
者
の
数
の
最
高
限
度
は
、
市
●
及
び
取
扱
品
自
の
部
顕
ご
と
に

花 書

き 果

部 部

東
京青

果

部

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
淀
橋
市
暑

東
京
都
中
央
卸
売
市
構
口
冒
市
嬌

８

，　
　
　
　
　
　
。

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
大
田
市
場

水

産

働

部

「豊
島
市
静
」
と
い
う
。
）

（以
下

「淀
績
市

，
」
と
い
ｏｌ

）
か
ら

（以
下

「口
百
市
打
い
と
い
う
。
〉
ま
で

（以
下
Ｌ
大

・
田
市
場
」
と
い
う
。
）

花 青

き 暴

°
部 部

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
凛
、
現
に
東
京
都
中
央
卸
寃
市
場
業
務
規
程

（昭
和

二
十
二
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
七
号
．
以
下
三
旧
条
例
」
と
い
１
。
）
に
お

い
て
定
め
ら
れ
た
前
，二
項
に
■
げ
る
取
扱
晶
目
の
部
類
と
異
な
る
取
扱
品
目

の
部
鋼
に
よ
り
、
卸
売
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
卸
売
業
者
に
係
る
取
扱
品
目

の
部
額
は
、
規
則
‘
定
め
る
期
間
は
、
な
お
、
旧
条
例
に
お
い
て
定
め
ら
れ

て
い
る
次
に
掲
げ
る
取
扱
品
目
の
部
額
と
し
ヽ
そ
の
取
扱
品
目
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
部
菫
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
物
品
と
す
亀

１

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

。
　

　

　

　

」

１

　

１

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

・
ヽ

　

―

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

大
田
市
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，．

つ
け
物

部

　

つ
け
勲
　
‐

‘

４
　

（略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
　

〈略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
″

密
竪
翌
雰
石
の
数
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
・　
　
　
　
　
　
　
，

第
九
条

卸
売
業
者
の
数
の
最
高
限
度
は
、
市
場
及
び
取
扱
品
目
の
部
額
ご
と
に

以
下 ,



次
の
と
お
り
と
す
る
．

０

８

　

、

豊
吾
市
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

青

果
・
部

　

　

　̈
　
　
　
，

淀
薔
市
書
か
ら
口
雷
市
場
ま
で
　

（環
行
の
と
お
り
）

大
田
市
お

水

産
物
部

　

‘
二

青

．果

部
　
‘

一二
　
　
　
　
　
　
。

花

き

部
・

．
二

つ
け
綺

部

　

　

一
　

　

　

．

１

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

．
ボ
ロ
鋼
翻
　
　
調

「
Ｊ
「
釧

　
　
「

●
明
引
割

　
　
↓

　

′

劇
Ｊ
「
副

　
　
「

，
十
魚
　
（現
行
の
と
お
り
）
　

。

篠

露
金
の
観
）
　
　
　
　
　
ｏ
。

・

第
十
一
条
　
卸
売
摯
者
の
預
籠
す
べ
き
保
肛
金
の
額
咲

範
囲
内
で
、
規
則
で
定
め
る
。
　
　
・

爾

Ｂ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

。
F.ミ
1  ・ 次

に。

,I

の

血肺一肘ァとす登一　　．

＝

刊

づ
寸
倒
釧
　
　
「

劇
計
「
割

　
　
「

阜

●

青̈

一
果

部

　

　

一
・

淀
橋
帯
構
か
お
口
雷
市
場
ま
で

大
田
書
場
。

水
宙
物
部

　
‘二

村
一諄
脚　　一一

つ
サ
物
部
　
　
一・

寧
〓
Ｆ

（略
Ｙ
　

　

ヽ

（保
麗
金
の
観
ν
　
‐・　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

第
十
一礫

卸
売
業
者
の
預
“
す
べ
き
保
肛
金
の
傾
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の

網
眼
「
で奪
一

１１
１

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

・

'0。 ・



豊
厠
市
場
　
　
　
　
　
　
・

青
一　
果

部
　
　
　
　
　
百
二
十
万
円
以
上
千
六
百
万
円
以
下

淀
橋
市
場
が
ら
口
西
市
場
ま
で
　

（発
行
の
と
お

，
）
，

大
田
市
場
‘

・
　

　

・■

水

産

物

部

青

果

部

′。

花

き

部

つ
け

働

部

・

劇

劃

孤

硼

．

一̈一一一【一一．．一一一一一一一一．口一一一一一一̈一”“一一一一一一̈一

一̈一一一̈̈一．．．．．．．一̈一一一一一「“．”「．．一一一一一一一̈一

．́一一一ヵ】．．．一一一一一̈一一．．一一一一一一一一．．一一一一一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　・

一一一一一一一一コ．．．．．．一一̈̈̈
一̈一“”．”Ｌ「．一一̈一一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

２
　
〈現
行
の
を
お
り
）

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
　

（現
行
の
と
お
ι

第
二
節
１
属
墨
箸

倉
鳳
型
憂
署
の
着
じ
　
　
・

第
二
十
三
条

伸
卸
業
者
の
数
の
最
高
臓
度
は
、
市
場
及
び
取
扱
品
日
の
部
類

ご
と
に
次
の
と
お
り
と
す
る
．　
　
　
　
　
　
　
ｆ
。

爾

参

‘
　

　

　

，‘

豊
島
市
場

　

　

。

青

果

部

　

　

。

淀
着
市
場
か
ら
口
百
市
場
ま
で
　

（現
行
の
と
お
こ

大
田
市
●

―

―

百
二
十
万
円
以
上
二
千
四
百
万
円
以
下

百
二
十
万
円
以
上
千
六
百
万
円
以
下

百
二
十
万
円
以
上
千
二
百
万
円
以
下
　
　
・

百
“
一十
万
円
以
上
国
百
万
円
以
下

―

ゴ
ヨ
硼
副
釧
劇
州
ゴ
副
到
「

ゴ
ヨ
州
□
咽
歯
司
翻
団
「

司

琳

劇

翻

コ

割

測

馴

「

三
十
二

‘

…

豊
島
市
場

青

‘果

，
部

淀
績
市
場
か
ら
口
冒
市
場
ま
で
　

（略
）

大
田
市
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

（路
）
　
　
　
　
　
　
　
　
。

２
．

貧
じ
・

．
　
　
　
・
・

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
　
（略
）

第
二
節

仲
卸
業
者
　
　
　
・

（
伸
節
業
者
の
数
）

第
二
十
二
条

伸
卸
業
者
の
数
の
最
高
限
度
は
、

ご
と
に
次
の
と
お
り
と
す
る
一

１
１

・

　

・

１
豊
島
市
場
　
　
　
　
・．

青

果

部

淀
橋
市
●
か
ら
口
西
市
場
ま
で
　

（略
）

大
田
市
●
　
　
　
´

市
場
及
び
取
扱
品
目
の
部
鋼

ｉ

曇

・
　

三
十
二

| :・
ヨ

珊

劇

翻

コ

樹

測

瑚

「

百
二
十
万
円
以
上
千
本
百
万
円
以
下



水
産
物
凱
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　

　

　

　

　

七
十
九

青

果

部
　
・　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
九
十
七

花

き

部

　
・　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．
　

　

一
一十

１

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

。

．

　

　

。

　

　

　

　

　

　

　

ｉ

ｌ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

曇

第
二
十
四
条
か
ら
第
七
十
九
条
ま
で
　
（現
行
の
と
お
り
ｙ

往
切
り
及
び
送
金
）
　
　
　
・

第
八
十
条
　
卸
売
業
者
は
、
受
”
物
品
の
卸
発
を
し
た
と
き
は
、
委
離
者
に
対

し
て
そ
の
蜘
売
を
し
た
日
の
翌
日
ま
で
に
、
当
饉
卸
売
を
し
た
構
品
の
澤

名
、
等
級
、
単
価

（販
売
価
格
の
単
価
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
一懲
量
、
単
債
に
数
量
を
栞
し
て
得
た
額
の
合
計
額
及
び
そ
の
合
ｒ
額

＝
劇
師
窮
劇
割
齋
ヨ
羽
員
Ｕ
∃
ｄ
週
薔
Ｉ
習
餞
晏
酪
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き

理
由
に
よ
り
第
八
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
症
に
よ
つ
卸
発
代
金
の
資
更
を
し

た
働
品
に
つ
い
で

・
は
ヽ
当
法
変
更
に
係
る
品
名
、
等
級
、
単
価
ヽ
数
量
、
単
．

価
ｔ
数
量
を
乗
し
て
得
た
頓
つ
合
計
額
ル
び
そ
の
合
計
慣
＝
規
則
型
コ
翻
倒
．

劇
創
日
制
羽
劇
コ
烈
じ

、
絶
除
す
べ
き
●
離
手
数
料
及
び
当
臓
卸
発
に
係
る

費
用
の
う
ち
委
籠
者
の
負
担
と
な
る
費
用
の
項
目
及
び
金
額

（消
費
税
額
及

び
地
方
消
費
凛
額
に
相
当
ナ
ろ
慣
を
含
む
額
と
す
る
０
）
並
び
に
整
引
仕
切

金
額
＾
以
下

「売
買
仕
切
金
」
と
い
う
。こ

を
正
確
に
■
載
し
た
完
買
仕
切
。

書
垂
び
に
売
買
仕
切
金

・
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
た
だ
し
、
受
“
契

ｔ約
約
款
で
特
別
の
定
め
を
し
た
わ
合
は
，、
こ
の
限
り
で
な
い
．

２
　
（■
行
の
と
お
り
）
　
　
　
　
　
　
´

３
　
食
画
部
つ
一駆
褒
栞
者
は
、
家
書
を
解
体
じ
、
枝
肉
と
し
て
卸
売
を
し
た
と

き
は
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
売
買
仕
切
書
に
は
、
枝
肉
ヒ
係
る
事
項
の
ほ

。
か
源
皮
、
内
臓
そ
の
他
の
翻
魔
物
の
販
売
価
格
及
び
そ
の
合
計
慣
日
測
則
「

，
日
覇
州
劇
劉
剰
日
で
翻
測
額
存
鵬
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

七
十
九

百
九
十
七

二
十

第
二
十
四
条
か
ら
常
七
十
九
条
ま
で

・．
（洛
）　
　
　
　
　
　
　
．
　

　

。

３

す
び
彗

漱

夢

蜘
舞

誠

聾

¨
脚

駐

鮮

輌
押

対

＾
一
４
■
「
単
価

（Ｈ
亜
面
囀
の
単
価
と
す
る
．
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

。し
。
二
、
一至
・
二
島
Ｅ
数
量
を
乗
じ
て
得
濠
績
の
合
計
籟
及
び
そ
０
合
■
額

洲
ョ
劇
劉
月
劇
潤
割
ず
劇
額

（当
餞
姜
籠
者
の
責
め
に
帰
サ
一
き
理
由
に
よ

り
第
共
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
卸
発
代
金
の
変
更
な
し
た
物
品
に

つ
い
こ
は
、
当
餞
変
更
に
係
る
品
名
、
等
級
、
単
個
一，
数
量
、
単
価
に
数
量

を
．鷹
↑
て
得
た
額
の
合
計
餞
及
び
そ
の
合
計
額
り
目
州
司
川
画
糧
ｇ
硼
劇
『

饉
Ｆ
二
繊
除
す
べ
き
委
“
手
数
料
及
び
当
藤
用
死
に
係
う
費
Ｉ
の
う
ち
委
託

者
の
鼻
瀬
と
な
る
。■

■
の
項
目
及
び
金
額

（消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額

五

腫

『

瞬

電

Ｈ

け
群

馬

厨

騎

鶴

鋳

び
（居

角

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
た
だ
し
、
受
託
契
約
約
款
で
特
別
の

こ
の
薇
り
で
な
い
．

の
卸
売
業
者
は
、
，象
書
を
解
体
し
、
技
肉
と
し
て
卸
売
を
し
た
と

き
は
ヽ
一第

一
項
の
規
た
に
よ
る
売
買
仕
切
書
に
は
、
枝
向
に
係
る
事
項
の
ほ

‐
　

　

　

　

¨
　

　

　

　

　

　

・
　

　

　

　

　

　

　

　

．
　

　

　

　

・

か

。
原
凛
、
内
粛
そ
の
他
の
耐
菫
働
の
販
売
価
格
及
び
そ
の
合
計
猥
劇
ョ
州
釧

川
ば
緯
劃
引
刷
預
を
澤
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
ヽ
．

花 青 水 。

喜‐ギ
・
F

部 部 部
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ヽ



tr・・

第
人
十
一
槃
か
ら
第
百
一
条
の
二
ま
で
　

（現
行
の
と
お
こ

（難

薇

）

。

第
百
二

・
条
　
。（現
行
の
と
お
■
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

２
か
ら
０
ま
で
　
（現
行
の
と
お
り
）
　

。・

７
　
知
事
は
、
鋼
ョ
月
潤
週
ｕ
日
に
規
定
す
る
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ

を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
こ
れ
を
変
更
し
、
・又
は
魔
止
し
た
と
き
も

同
様
と
す
こ
．　
　
　
　
　
　
．

第
百
三
条
か
ら
第
百
二
十
四
。条

ま
で
　
（コ
行
の
と
お
り
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
二
ま
で
　
（現
行
の
と
お
り
）

荷
さ
ぼ
き
場
使
用

料

　

　

　

・

関
連
事
業
者
営
業

所
使
用
料
か
ら
集

会
所
使
用
料
ま
で

仲
卸
業
者
売
糧
使

用
料

卸
売
業
者
売
●
使

用
料

t `

種

　

　

別

第

九
十
四
塁

尋
・ の

と,

。お
り

（現
行
の
と
お
り
）

（現
行
の
と
お
り
）

劇
馴
「
司
洲
コ
「
コ
圏
馴
冽
び
次
に
掲
げ
る
区
分
国

「

ロロ

麺

樹

「

「
月

「
平
方
メ
ト
ト
ル
に
つ
き
　
　
　
　
　
。

斗

劃
辟
劉
ヨ
調

瞥

ヨ

ヨ
刷
ヨ
調
列
＝
劇

目
目
翻
硼
目
川
翻
劇
Ｕ
劇
側
測
口
Ц
引
る
。
以
下

聾

纏

「

国

目

欄

ロ

ョ

瓢

騒

釧

鋼

食

肉

市

場

以

外

？

市

●

．

悶
雹

第
八
十

一
集
か
ら
第
百

一
条
の
二
ま
で
　

（略
）
　

　

．
　

‘

。
（改
善
措
置
命
令
）
　
　
　
　
・
　

。

第
百
二
条

　

（略
）
　

・

・
．　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　

　

　

　

・

２
か
ら
０
ま
で
　

（路
）

７
　
知
事
は
、
翻
コ
項
赳
洒
ｕ
日
に
規
定
す
る
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、。
こ
れ

を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
上
し
た
と
き
も

同
様
と
す
る
。
　
　
・

第
百
三
条
か
ら
第
百
三
十
四
条
ま
で
　
（路
）
。

別
表
第

一
か
ら
別
表
第
二
ま
で
　
（路
）

十
四
条
関
係
）

仲
卸
業
者
売
構
償

用
料
か
ら
そ
の
他

施
段
使
用
科
ま
で

卸
売
業
者
売
場
使

用
料 種

。
　

別

食
九

（じ

同
じ
．
）
の
十
分
の
日
及
び

一
月

一
平
カ
メ
ー
ト

‥

　
　
　
　
　
　
言

日
目
州
硼
ゴ
川
劇
硼
Ｕ
¶
創
溜
傾
画
引
測
「
以
下

劉
奎

コ

翔

回

劇

コ

剰

綱

釧

樹

食

肉

市

場

以

外

？

市

場



バ
ナ
ナ
発
諄
室
使

´

用
料
か
ら
そ
σ
他

施
懺
優
曇
壼
〓
で

ゴ

潤

週

四

周

制 集

覆

曇

¨

雪

倒

・
　

‘
（現
行
の
と
お
り
）

づ
倒
羽
刻
刊
＝
僣
坦
■

〈
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
二
　

（現
行
の
と
お
り
）

裂

峯



二
百
七
十
三
号
）

目
次

。
（現
行
の
と
お
り
）

第

一
条
及
び
第
二
条

　

（発
行
の
と
お
り
）

（条
例
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
串
）

，

，

需

●
２
＝

り

第
二
彙
の
ョ

　
（現
行
の
と
お
り
）

大暑

東
京
都
中
央
卸
売
市
場

豊
島
市
彎

（以
下

「豊

島
市
場
」
と
い
う
こ

名

称

（現
行
の
と
お
り
）

（現
行
の
と
お
り
）

（発
行
の
と
お
り
）

面
積

（平
方
メ
ー
ト
ル
）

第
二
条
か
ら
第
二
十
二

′
条
ま
で
　

（現
行
の
と
お
り
）

目
次

　

（略
）

第

一
条
及
び
第
二
条

〈市
構
の
面
積
）

第
二
条
の
ョ

　

（略
）

第
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
　

（略
）

〈じ

東
京
都
中
央
卸
売
市
場

大
田
市
場

（以
下

「大

・田宙
場
」
と
い
う
。）

名

称

露

）

〈略
）

（“Ｅ暉） 面。
積

（平
方
メ
ー
ト
ル
）



織

通
補
完
業
務
、
物
晟

・
飲
企
業
務
及
び
加
工

・
サ
ー
ビ
ス
業
務
の
種
類
ど

そ
の
数
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

第
二
十
四
条

　

（現
行
の
と
お
り
）
　

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

３

ヽ

言

〓
一　
流
通
補
尭
業
務

二
　
駒
販

二
重
倉
業
務

用
品
販
売
業

　

　

・

・

　

　

　

　

憂

。そ
の
饉
厚
塞
票
．

飲
企
業

〓
一　
加
工

・
サ
■
ビ
ス
業
務

八
流
壼
補
完
業
務
、
輸
販

ｏ
飲
企
業
務
及
び
加
〓
・
サ
ー
ビ
ス
業
務
の
種
類
と

そ
の
数
）

第
二
十
四
条
　
。住
Ｕ

。

１

↓

轟
ロ
ヨ
覇
猥
獨

１

　

・

ヨ

覇

１
ヨ

饉
「
颯
到
爾

目
国
翻
調

国

劉

観

樹

国

鋼

劇

潤

国

鋼

，

劉

　

　

ヽ

ヨ

回
引
引
Ⅱ
ョ
ａ
覇

圏
爾
□
「
嘉

●

豊
島
市
場

　

‘

〓　
漉
重
璽
翼
霧

二
　
物
販
・
飲
食
業
務

用
品
販
売
業

関
連
資
料
品
●
販
売
業

・

そ
の
侮
販
売
業

飲
企
業

〓
一　
加
工
・．サ
ー
ビ
ス
業
務

ヨ

劇四

当

¨

ヨ

ヨ
覇
封

ヨ

「

里

ヨヨ

ヨ
刊
刻

劇
引
刻

引
到

引
召

r四 ― ハ 零

k

二 二 一 四 :一 人 零



サ
‥
ビ
ス
提
供
業
　
　
　
　
　
　
・

淀
橋
市
場
及
び
足
立
市
場

　
ａ
舞
引
の
と
お
り
）

全
肉
市
場
　
　
　
　
　
　
。

一
及
び
二
　
〈現
行
の
と
お
り
）

〓
一　
加
工
・
サ
ー
ビ
ス
業
務

取
扱
駒
品
加
工
業
・

（■
仁
の
と
お
り
）

サ
ー
ビ
ス
盤
供
業

、　
　
　
。

板
橘
市
綺
か
ら
口
西
市
場
ま
で
　

（現
行

・
の
と
お
。り
）

大
田
市
場
　
　
　
　
　
　
　
，

一

　

　

　

　

　

　

　

０

　

　

　

　

　

。

葉

・

　

　

　

　

．

二
　
物
販

・
飲
食
業
務
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

用
品
販
売
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

重
要
葦
夏
辱
Ｅ
死
業
．

。
そ
の
籠
販
売
業

飲
食
業

　

　

　

　

　

　

・

〓
一　
加
工
・
サ
ー
ビ
ス
業
務

取
扱
物
品
朋
工
業

サ
ー
ビ
ス
提
供
業

ヨ
「

日皿
掛
ヨ
困
凋●

舅

　

．

劃
□

鋼

ココ十十

八
十
六

・

有
二
十
六六

二
十
五人一七ヨ劃四|ヨ

.

サ
ー
ビ
ス
提
供
業

淀
橋
市
彗
及
び
足
立
市
構

　

（略
）

食
肉
市
場
　
　
．

一
及
び
二
　

盆
じ
　
　
　
　
　
　
′

〓
一　
加
工
・
サ
ー
ビ
ス
業
務

取
扱
物
品
加
工
業

　

（略
）
　

‘・

デ
ー
ビ
ス
提
供
業

・板
麟
市
彗
か
ら
口
西
市
書
ま
で
　

（略
）

大
田
市
場

一
運
送
業

】
¨

熊

・
基

霧

用
品
販
売
集

，田
違
食
料
品
等
販
売
業

そ
の
他
販
売
業

撮
憂
業

　

　

ｏ
　

。

′
〓
一　
加
工
・
サ
ー
ビ
ス
業
務

。
　

取
扱
物
品
加
工
業
・

サ
ー
ビ
ス
響
供
業

口「・
十十

八
十
六

十
九

二
十
本六

二
十
五人

′

一

・七

r ..ぅ   .｀
: 

｀

( 1



ヽ
コ

■
日
コ
甍
ヨ
覇

量

　

　

・

０

●

１
ョ

□
引
引
１
＾
１
ョ
ａ
覇

国
翻
留
硼
ョ
烈

０

第
二
十
五
条
か
ら
第
六
十

一
条
ま
で

発

屋

壺

マ

第
六
十
二
魚

　

（現
行
の
と
お
り
）

２‐

剣
四
硼
創
劇
闘
ヨ
硼
籠
ヨ
ヨ
ロ
日
習
鋼
利
劃
馴
測
鋼
覆
翻
『

●

第
六
十
二
条
か
ら
第
九
十
七
条
ま
で
　

（現
行
の
と
お
．り
）

別
表
第

一
か
ら
別
表
第
二
ま
で
　
（凛
行
の
と
お
り，）

別
寝

薔

８

ニ

第
二
十
五
条
か
ら
第
六
十

一
条
ま
で
　

（略
）
　

。

兌

二

堕

じ

　

　

　

　

　

　

―

第
六
十
二
条

　

（略
）

第
六
十
三
条
か
ら
第
九
十
七
条
ま
で
　

（略
）

別
表
第

一
か
ら
別
衰
第
二
ま
で
　

（略
）

別
表
第
四
金
層
二
十
六
条
、
第
四
十
二
条
の
三
関
係
一

（現
行
の
と
お
り
）

● ′

コ
ゴ
州

ヨ
引
引

回
引
ココ

・
尋コ

＝
川

引
コ

・

覇

水
産
物
部

鑢驚
目ｅ

三
十
六
条
、
一憂
四
十
三
彙
２
”

駄
織

製
覇

州

市

　

　

場

（現
行
の
と
お
り
）

（現
行
の
と
お
り
）

暖略
邑

::
物項

鯉
島孫開
扱

品
）

水
産
物
部

”驚
目

駄
織

剰
翻

綱

市

　

．
場

（略
）

．

（略
）
け錢
こ
う言
物項

邑

露
ウ項



織
親

青

果

部

（昴
行
の
と
お

，
）

ニ
ュ
ー

（現
行
の
と
お
り
）

薬

雇

砕

・．

」

国
届
ョ
馴
側
目
糊

顕

簸

竜

かζ

匈
発
憂
著
売
編
使
用
科

ヽ

新

●
■
十
一
条
、
第
七
十
三
条
、
第
七

（現
行
の
と
お
り
）

∃

到

週

月

日

月

目

割

（現
行
の
と
お
り
）

↓

目
剛
翻

　
　
。，

―
ゴ
鋼
項
召
¶
Ｈ
“
ち
割

ヨ
副
Ｊ
劃
司

コ
Ｌ
翻
爾
翻
国
硼

ｌ
ｊ
到
顎
召
¶
Ｈ
個
お
劉

・

ヨ

（現
行
の
と
お
り
）

▲食
西
構
五
罵
愁
外
の
市
場

了_::

肇
青

果

部

じ
'

（じ

別
表
第
二

（第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
ヽ
第
七
十
五
条
関
係
）

1 lι

鰐
儀
璧
■
かヽ
その

■
彙
薪
破
用
料

帥
酵

確

球

を

げ
売
業
者
売
書
使
用
料

・

鋼

・

（じ （略
）

（じ

　

。

（じ
食
肉
市
場
以
外
の
市
場



■: Ⅲ :・宙 1

備
考
　
（■
行
の
と
お
り
）

“喜
第
六
か
ら
別
表
第
九
ま
で
　
（現
行
の
と

，お
り
）

盤
睡
難
「
から
そ
９

国
躍
鋼
園
欄
糊

（現
行
の
と
お
り
）

コ
ガ
訓
訓
謂

堕

可

（じ

別
衰
第
六
か
ら
別
表
第
九
ま
で

，
（略
）
　

　

．

1 1   1  , I I

|・
       

・
  |

し          ,



囲
鵬
■
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
九
号
様
式
ま
で

【現
行
の
と
お
り
）

別
椰
第
一
号
様
式
か
ら

・
第
五
十
九
号
様
式
ま
で

露

）

1 1,

・
句

・



疎甲第 36号証の 1

平
成
十
九
年
十

一
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

二

四

〇

号

内
閣
衆
質

一
六
八
第
二
四
〇
号

平
成
十
九
年
十

一
月
二
十
七
日

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

内
閣
総

理
大

臣

福

田

康

夫



衆
議
院
議
員
笠
井
亮
君
提
出
築
地
市
場
移
転
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
築
地
市
場

（以
下

「築
地
市
場
」
と
い
う
。
）
の
移
転
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
食
品
流
通
の
重
要

な
基
盤
で
あ
る
卸
売
市
場
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
農
林
水
産
省
よ
り
、
築
地
市
場
の
移
転
を
計
画
し
て
い
る
東
京
都
に

対
し
、
食
の
安
全
性
や
信
頼
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
科
学
的
見
地
に
基
づ
き
万
全
の
対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
消
費
者
等
に

対
し
て
対
策
の
内
容
等
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
１
に
つ
い
て

一
般
に
、
有
害
物
質
に
よ
る
土
壊
や
地
下
水
の
汚
染
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
土
地
の
安
全
性
に
関
す
る
研
究
や
検
討
に

つ
い
て
は
、
土
壊
汚
染
対
策
に
関
す
る
審
議
を
行
う
た
め
に
開
催
さ
れ
た
中
央
環
境
審
議
会
等
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
て
い

る
．
し
か
し
な
が
ら
、
御
指
摘
の

「中
央
卸
売
市
場
な
ど
食
品
関
連
施
設
を
開
設
す
る
際
の
安
全
性
」
に
つ
い
て
国
が
研
究

や
検
討
を
行
っ
た
こ
と
は
、
確
認
し
た
限
り
に
お
い
て
は
、
な
か
っ
た
。

中
央
卸
売
市
場
の
位
置
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
卸
売
市
場
法

（昭
和
四
十
六
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十

一
条
第

一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
が
業
務
規
程
の
変
更
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
の
認



・　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二

可
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
認
可
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
で
準
用
さ
れ
る
同
法
第
十
条
第
二
号

に
お
い
て
そ
の
業
務
規
程
の
内
容
が
法
令
に
違
反
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
法
第
四
条
第

一
項
に
基
づ
き
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
卸
売
市
場
の
立
地
に
関
し
、
特
に
留
意
す
べ
き
事
項
の
一

つ
と
し
て
、
生
鮮
食
料
品
等
の
衛
生
上
適
切
な
環
境
に
あ
る
地
域
で
あ
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

二
の
２
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
，

築
地
市
場
の
移
転
を
計
画
し
て
い
る
東
京
都
は
、
本
年
五
月
十
九
日
に
、
東
京
都
が
豊
洲
地
区
に
新
設
を
予
定
し
て
い
る

市
場

（以
下

「豊
洲
新
市
場
」
と
い
う
。
）
で
取
り
扱
わ
れ
る
生
鮮
食
料
品
等
の
安
全

。
安
心
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、

「豊
洲
新
市
場
予
定
地
に
お
け
る
土
壌
汚
染
対
策
等
に
関
す
る
専
門
家
会
議
」

（以
下

「土
壌
汚
染
対
策
専
門
家
会
議
」
と

い
う
。
）
を
設
置
し
、
こ
れ
ま
で
に
五
回
の
会
議
を
開
催
レ
、
移
転
予
定
地
に
お
け
る
汚
染
状
況
の
詳
細
な
調
査
を
実
施
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
、
築
地
市
場
の
移
転
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
の
申
請
が
東
京
都
か
ら
あ

っ
た
場
合
に
は
、
土
壊
汚
染
対
策
専
門
家
会
議
の
議
論
や
対
策
の
内
容
等
を
踏
ま
え
て
適
切
に
判
断
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

二
の
３
に
つ
い
て



築
地
市
場
の
移
転
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
食
品
流
通
の
重
要
な
基
盤
で
あ
る
卸
売
市
場
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
築
地

市
場
の
移
転
を
計
画
し
て
い
る
東
京
都
に
対
し
、
食
の
安
全
性
や
信
頼
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
科
学
的
見
地
に
基
づ
き
万
全
の

対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
消
費
者
等
に
対
し
て
対
策
の
内
容
等
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う

。
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　

　

ｆ

本
年
五
月
十
九
日
に
、
東
京
都
は
、
豊
洲
新
市
場
で
取
り
扱
わ
れ
る
生
鮮
食
料
品
等
の
安
全

・
安
心
を
確
保
す
る
観
点
か

ら
、
土
壊
汚
染
対
策
専
門
家
会
議
を
設
置
し
、
土
壌
汚
染
対
策
に
つ
い
て
専
門
家
の
意
見
を
聴
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
４
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｔ

東
京
都
が
平
成
十
八
年
に
策
定
し
た

「液
状
化
危
険
度
マ
ッ
プ
」
に
よ
れ
ば
、
移
転
予
定
地
は
、
部
分
的
に
は

「液
状
化

が
発
生
し
や
す
い
地
域
」
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は

「液
状
化
の
発
生
が
少
な
い
地
域
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
築
地
市
場
の
移
転
予
定
地
に
お
け
る
液
状
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
か
ら
、
地
盤
改
良
工
事
、
ア
ス
フ
ア
ル

ト
舗
装
、
建
築
物
の
基
礎
的
な
く
い
の
打
ち
込
み
等
の
対
策
を
講
ず
る
予
定
と
聞
い
て
お
り
、
今
後
と
も
十
分
な
対
策
を
講

じ
る
よ
う
東
京
都
に
求
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
の
５
に
つ
い
て

三



築
地
市
場
の
移
転
予
定
地
に
係
る
土
壊
汚
染
対
策
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
と
し
て
環
境
施
策
を
担
い
、
か
つ
、
市
場
の
開

設
者
で
も
あ
る
東
京
都
が
責
任
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

東
京
都
は
、
土
壌
汚
染
対
策
専
門
家
会
議
を
開
催
し
、
土
壊
汚
染
の
状
況
の
詳
細
な
調
査
や
対
策
の
内
容
の
検
討
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
　
。
　

‘

二
の
６
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
要
望
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
土
壌
汚
染
対
策
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
二

号
）
の
施
行
前
に
使
用
が
廃
止
さ
れ
た
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
の
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
に
つ
い

て
は
、
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
関
す
る
情
報
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
土
壊
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
と
す
べ
き
土
地
を
特

定
で
き
な
い
場
合
や
、
当
該
土
地
の
利
用
状
況
に
よ
り
調
査
の
実
施
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
７
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

ク
ロ
ス
チ
ェ
ツ
ク
や
追
試
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
個
々
の

・
調
査

・
解
析
の
目
的
や
内
容
に
応
じ
て
異

な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
．

二
の
８
に
つ
い
て



土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
つ
い
て
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

（平
成
十
四
年
環
境
省
令

第
二
十
九
号
）
及
び
同
令
に
基
づ
く
告
示
に
よ
り
、
そ
の
実
施
方
法
を
具
体
的
に
定
め
る
と
と
も
に
、
第
二
者
機
関
で
あ
る

同
法
に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関
に
調
査
さ
せ
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
更
に
別
の
者
に
よ
る
調
査
を
義

務
付
け
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三
の
１
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
も
、
中
央
卸
売
市
場
の
移
転
や
運
営
に
つ
い
て
、
市
場
関
係
者
や
消
費
者
の
理
解
等
を
得
る
こ
と
は
重
要
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
農
林
水
産
省
よ
り
、
築
地
市
場
の
移
転
を
計
画
し
て
い
る
東
京
都
に
対

し
、
食
の
安
全
性
や
信
頼
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
科
学
的
見
地
に
基
づ
き
万
全
の
対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
消
費
者
等
に
対

し
て
対
策
の
内
容
等
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
２
に
つ
い
て

五



ハ

四
に
つ
い
て

築
地
市
場
の
移
転
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
食
品
流
通
の
重
要
な
基
盤
で
あ
る
卸
売
市
場
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
京

都
に
対
し
、
食
の
安
全
性
や
信
頼
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
科
学
的
見
地
に
基
づ
く
万
全
の
対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
消
費
者

等
に
対
し
て
対
策
の
内
容
等
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
年
五
月
十
九
日
に
、
東
京
都
は
、
豊
洲
新
市
場
で
取
り
扱
わ
れ
る
生
鮮
食
料
品
等
の
安
全

・
安
心
を
確
保
す
る
観
点
か

ら
、
土
壌
汚
染
対
策
専
門
家
会
議
を
設
置
し
、
土
壊
汚
染
対
策
に
つ
い
て
専
門
家
の
意
見
を
公
開
の
場
で
聞
く
と
と
も
に
、

会
議
終
了
後
に
お
い
て
、
専
門
委
員
と
傍
聴
者
と
の
質
疑
応
答
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
内
容
や
会
議
資
料
は
、

東
京
都
の
ホ
ー
ム
ベ
ー
ジ
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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一
〇

し
て
集
会

・
行
動
が
行
わ
れ
私
も
参
加
し
た
が
、
そ
の
あ
と
関
係
行
政
機
関
に
対
し
改
め
て
要
望
が
出
さ
れ
て
い
る
。

の
問
題
に
つ
い
て
国
と
し
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
ミ

７
　
科
学
の
世
界
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
調
査

・
解
析
に
あ
た
っ
て
、
当
事
者
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
と
も
に
、
結
果
の

学
性
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
他
者
が
同
じ
問
題
に
つ
い
て
調
査

・
解
析
を
行
い
、
そ
れ
ら
を
比
較

・

す
る

「ク
ロ
ス
チ
ェ
ツ
ク
」
や
二
追
試
」
な
ど
の
方
法
が
広
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
行
政
機
関
な
ど
で
も
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た

「ク
ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
」
や

「追
試
」
な
ど
の
手
法
の
有
効
性
に
つ
い
て
国
は
ど
う
認
識
し
て
い
る

か
。

８
　
土
壊
汚
染
対
策
法
は
土
壊
汚
染
状
況
調
査
に
つ
い
て
、
土
地
の
所
有
者
等
事
業
者
の
責
任
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
が
、
第
二
者
機
関
に
よ
る
調
査

。
チ
ェ
ツ
ク
等
の
仕
組
み
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

〓
一　
第
二
に
市
場
関
係
者
と
の
合
意
形
成
や
、
消
費
者

・
都
民
の
理
解
に
関
し
て
聞
く
が
、
移
転
に
つ
い
て
市
場
関
係
者
の
中

に
強
い
反
対
が
あ
る
こ
と
は
先
に
示
し
た
意
向
調
査
や
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

１
　
一
般
に
中
央
卸
売
市
場
の
円
滑
で
健
全
な
運
営
と
発
展
に
と
っ
て
、
市
場
関
係
者
、
消
費
者
、
国
民
の
理
解
や
納
得
、

合
意
を
得
る
こ
と
は
き
わ
め
て
肝
要
な
問
題
で
あ
り
、
市
場
の
移
転
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
市
場



関
係
者
と
の
合
意
形
成
の
重
要
性
に
つ
い
て
東
京
都
自
身
、

「築
地
市
場
の
移
転
に
は
、
業
界
団
体
と
の
合
意
形
成
が
重

要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
」

（二
〇
〇
七
年
二
月
二
十
六
日
都
議
会
予
算
特
別
委
員
会
で
の
比
留
間
英
人
東
京
都

中
央
卸
売
市
場
長
の
答
弁
）
と
し
て
い
る
。
市
場
の
移
転
を
含
め
中
央
卸
売
市
場
の
運
営
や
発
展
に
と
っ
て
、
市
場
関
係

者
や
消
費
者
、
国
民
の
理
解
や
納
得
、
合
意
を
得
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
国
は
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。

０

中
央
卸
売
市
場
の
業
務
規
程
を
変
更
す
る
場
合
に
は
卸
売
市
場
法
第
十

一
条
で
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
が
必
要
で
、
そ

の
た
め
の
要
件
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
廃
止
す
る
場
合
は
同
法
第
十
四
条
で

「開
設
者
は
、
中
央
卸
売
市
場
を
廃
止

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
中
央
卸
売
市

場
の
廃
止
に
よ
っ
て

一
般
消
費
者
及
び
関
係
事
業
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、

前
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

市
場
関
係
者
の
移
転
反
対
の
理
由
と
し
て
東
京
都
は

「移
転
反
対
の
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
豊
洲
新
市
場
予
定

。
地

に
は
東
京
ガ
ス
が
操
業
し
て
い
た
こ
ろ
の
土
壊
汚
染
が
あ
り
、
安
全
性
に
不
安
が
あ
る
、
新
市
場
に
希
望
ど
お
り
移
転
で

き
る
の
か
、
使
用
料
を
初
め
と
し
て
、
新
市
場
で
の
経
営
上
の
負
担
が
ど
う
な
る
か
な
ど
、
事
業
継
続
に
対
す
る
懸
念
が

あ
る
、
長
年
に
わ
た
る
築
地
市
場
で
の
商
売
を
通
し
て
、
築
地
プ
ラ
ン
ド
を
自
分
た
ち
の
手
で
築
き
上
げ
て
き
た
こ
と
ヘ

〓



，

　

　

　

　

　

　

　

′

　

　

　

　

一

一

一

　

　

　

、

の
愛
着
が
あ
る
な
ど
が
主
な
も
の
で
あ
る
と
認
識
を
し
て
お
り
ま
す
。
」

（二
〇
〇
七
年
二
月
二
十
六
日
都
議
会
予
算
特

′別
委
員
会
で
の
比
留
間
英
人
東
京
都
中
央
卸
売
市
場
長
の
答
弁
）
と
の
べ
て
い
る
。
移
転
を
強
行
す
れ
ば

「関
係
事
業
者

の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
」
が
あ
る
こ
と
は
東
京
都
の
こ
の
認
識
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

築
地
市
場
の
移
転

・
廃
止
に
つ
い
て
は

「
一
般
消
費
者
及
び
関
係
事
業
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
」
と
真

に
認
め
ら
れ
る
と
き
で
な
け
れ
ば
許
可
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
思
う
が
ど
う
か
。

四
　
築
地
市
場
は
我
が
国
最
大
の
中
央
卸
売
市
場
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
方
は
国
民

・
都
民
の
消
費
生
活
や
、
市
場
関
係
者
や
労

働
者
の
暮
ら
し
と
営
業
、
地
域
経
済
等
に
深
く
か
か
わ
り
、
影
響
は
甚
大
で
あ
る
。
土
壊
汚
染
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
豊

洲
地
区
へ
の
移
転
に
つ
い
て
は
国
民
の
批
判

ｏ
関
心
も
高
い
．
こ
の
際
、
移
転
計
画
を
凍
結
し
、
関
係
大
臣
が
現
地
に
赴
き

関
係
者
の
意
見
を
直
接
聞
く
こ
と
や
国
と
し
て
公
聴
会
を
行
う
な
ど
国
民

ｏ
都
民
の
意
見
を
広
く
聞
く
べ
き
で
は
な
い
か
．

右
質
問
す
る
。


